
 

審査基準と審査の視点および配点について（案） 

 

各項目（５点）  合計３０点 

 

 

審査基準 
参考資料 

「参考項目」 
審査の視点 配点 

事業の目的・ 

公共性 

協働事業企画書 

「3 事業の目的」 

・解決する課題、目指す状態が明確であること。 

・区民ニーズを把握しており、事業に公共性があるこ

と。 

・重要度、優先度が高い課題に対する事業であること。 

５点 

企画力 

協働事業企画書 

「4 事業内容 

 実施体制」 

・個別的であること（特色・特徴があること）。 

・課題を解決するための手段として適切であること。 
５点 

・事業計画が適切であり、事業内容が明確であること

（実施工程、実施規模、対象人数、実施場所など） 

・収支予算書の記載内容や積算根拠が明確かつ妥当で

あること。 

５点 

事業の 

実現性 

協働事業企画書 

「4 事業内容 

 実施体制」 

「8 将来的展望」 

 

収支予算書 

 

団体概要書 

・事業実施に伴う人員体制が適切であること。 

・事業に必要な人材（専門性を有する者、経験者など）

や機材が確保できること。 

・団体の特性や過去の実績が活かされることが期待で

きること。 

・発展性、将来性（自立化など）が期待できること。 

５点 

事業の目標 

協働事業企画書 

「5 事業の目標」 

 

収支予算書 

・事業の目標が明確かつ適切であり、具体的な成果・

効果が期待できること。 

・事業経費に見合う成果・効果が期待できること。 

５点 

協働の効果・ 

必要性 

協働事業企画書 

「6 役割分担」 

「7 協働の必要性」 

・役割分担が明確かつ適切であること。（区に依存する

ような内容になっていないこと。区の持っている資

源を活用できる内容になっていること。） 

・協働で取り組むことにより効果的・効率的な事業の

実施が期待できること（きめ細かいサービス提供、

地域の実情に即した的確なサービス提供、区民の地

域への参加意欲の高揚、地域活動の活性化など） 

５点 

 

※ 継続提案の場合は、今年度の協働で実施していることを踏まえ、次年度も協働で取り組む必要

性や継続による更に高い効果が期待できるかなども含め、総合的に審査を行う。 

 


